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 令和８年 第３回三芳町教育委員会（３月定例会）会議録 

開 会 日 時 令和８年３月５日（木） 午後３時００分 

閉 会 日 時 令和８年３月５日（木） 午後４時３５分 

開 催 場 所 三芳町役場５階 ５０１会議室 

教 育 長 古川 慶子 

会議を主宰した者の職名・氏名  教育長 古川 慶子 

 職   名 氏   名 出 欠 適 用 

委員の出席状況 

委 員 

（教育長職務代理者） 
  池上  善一 出 席   

委 員   島田  喜昭 出 席  

委 員   多胡  晴子 出 席  

委 員   小山  幸宏 出 席  

職務のため出席 

した者の職氏名 
教育総務課・施設庶務担当 主任 中村 高朗（書記） 

説明のため出席 

した者の職氏名 

学校教育課長 渡邊 重樹 教育センター所長 加藤 哲郎 

社会教育課長 小平  幸治 藤久保公民館長 吉田 徳男 

中央公民館副館長 柏崎 勝人 図 書 館 長 芹沢 利也 

文化財保護課長 小川 智東 給食センター所長 三澤 孝広 

学校教育課主幹 石坂 和希子 学校教育課指導主事 萬 将広 

 会 議 の 大 要 

(日程第１) 開会 開会宣言（教育長） 

会議録の承認 
２月定例会会議録は承認された。 

本日の会議録署名委員に、池上職務代理を指名した。 

(日程第２) 

教育長の報告 

（１）令和８年第２回三芳町議会定例会について 

（２）第２回コミュニティ・スクール推進委員会の開催について 

（３）小中学校の卒業証書授与式について 

(日程第３) 議事 

議案第２０号 三芳町立学校設置条例の一部を改正する条例 

議案第２１号 三芳町学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

議案第２２号 三芳町立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規程 

議案第２３号 三芳町立小・中学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画

の策定について 

議案第２４号 令和８年度学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について 

議案第２５号 三芳町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

議案第２６号 第４次三芳町子ども読書活動推進計画策定委員の任命について 
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 委員 

〇議案第２０号 三芳町立学校設置条例の一部を改正する条例 

 学校教育課長より説明をお願いします。 

 提案理由及び概要を説明 

【質疑内容】 

 学校再編について、議会より説明が不足しているとの意見から１月、２月

に説明会を行った結果、多くの保護者から賛成の意見や前向きでスピード感

をもって対応してほしい等の意見が確認できました。また、子どもたちアン

ケートについても、賛成が多い結果でした。それを踏まえて、１月、２月の

説明会、意見交換会にて説明責任は果たせたと思います。また、地域との合

意形成についても整ったと思います。私たち教育委員会は子どもにとって最

善の教育環境を判断し、責任をもって決断をする機関です。上富地域の少子

化は確実に進行しています。令和１１年には５人以下のクラスもあります。

小規模化が進めば、人間関係の固定化や多様な刺激、競争の機会の減少、教

員配置の制約、教育活動の選択肢の縮小は避けられない現実となります。再

編は学校を減らすという後ろ向きな施策ではなく、生涯にわたって持続可能

な教育環境を構築するための、前向きな再設計だと思います。丁寧に説明を

重ねることは大切ですが、説明不足を理由に立ち止まることが子どもたちの

可能性を狭めるのであれば、教育委員としての責任を果たせているとは言え

ません。いま問われているのは手続きの重要性だけではなく、未来への我々

の覚悟だと思っています。再編についてはスピード感をもって進めてほしい

と思います。 

 これまで、個別に再編について賛成の意見を述べてくる人はいませんでし

た。しかし、１月、２月の説明会を経て、数人の保護者よりスピード感をも

って統合に向けて進めてほしいとの意見をもらいました。すでに１２月の議

会から３カ月経過しており、出来ることがそれだけ遅れてしまっていると考

えます。出来るだけ早く議会において承認されることを期待していますし、

先ほど委員より出た意見を含め、提案内容に同意します。また、子どもたち

に影響がないように進めることも大事であり、三芳小学校と上富小学校がお

互いに意見交換する時間を確保することも大切だと思っています。 

 三芳町の中で、新入生の人数が５人以下になる学校もあれば、５０人以上

いる学校があるのは、同じ三芳町で教育を進めて行く中で差が出てしまうの

ではないかと、数字を見ると感じます。体育一つとっても、人数の制限にて

できないこともあるので、上富小学校の子どもたちも体験したことがないこ

とを体験できるようにしてあげたいと、保護者の立場として思います。また、

国際化や多様性を学んでいく必要がある今の世の中で、人数が少ないよりか

は色々な人と関わって学んでいけるほうが良いと思うので、未来に向かって

希望をもって、学校再編が進んでいくことが子どもたちに良いことだと思い

ます。 

 他の委員の意見と同じで、提案内容について大賛成です。子どもたちへの

アンケート内容についても適切でしたし、それ以外の結果を見ても上富小学

校への関連度が高い人ほど賛成していると読み取れます。スピード感をもっ

て進めてほしいとの意見が多いので、一日も早く進めてもらえればと思いま

す。 

 地域住人、保護者へのアンケート結果について、賛成の意見の中でも保護

者の賛成が多いと読み取れます。また、地域住民にとっては不安や、学校が

なくなることによる寂しい思いからの反対意見と読み取れます。保護者の中

でも反対意見はありますが、圧倒的に賛成の意見が多いと読み取れるので、

保護者の不安を早く取り除くためにも、再編に向けて一歩踏み出すことが大

切だと思います。 

《採決の結果、議案第２０号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 
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教育長 

学校教育課長 

 

〇議案第２１号 三芳町学校運営協議会規則の一部を改正する規則 

 学校教育課長より説明をお願いします。 

 提案理由及び概要を説明 

【質疑内容】 

 なし 

《採決の結果、議案第２１号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

 

〇議案第２２号 三芳町立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規程 

 学校教育課長より説明をお願いします。 

 提案理由及び概要を説明 

【質疑内容】 

 なし 

《採決の結果、議案第２２号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

 

〇議案第２３号 三芳町立小・中学校の教育職員に関する業務量管理・健康

確保措置実施計画の策定について 

 学校教育課長より説明をお願いします。 

 提案理由及び概要を説明 

【質疑内容】 

 提案された計画については、教育委員会が責務を負うものと理解したので

すが相違ありませんか。 

 委員のご認識のとおりです。 

 目標の中で、ストレスチェックの高ストレス者を１０％以下にとあります

が、現状や過去の情報が掲載されていないのですがどうなっておりますか。 

 現状について、令和７年度は８％でしたが遡ると、その前が１４．９％、

１５．８％、１２．７％と１０％を超えておりました。また、計画の内容に

ついても、過去のデータを掲載するか検討いたします。 

 高ストレスにて、何をもって高ストレス者としているのですか。 

 実施しているストレスチェックの結果において、高ストレス者と判定が出

てきます。 

 教育委員会として、具体的にＩＣＴ教材やネットワークの整備、人的配置

などの計画をこれから策定する予定ですか。 

 本計画の中で、ＩＣＴの中でも採点システムや校務支援システムについて

は具体的に整備していきます。また、人的配置についても全校でスクールサ

ポートスタッフの配置が出来ているので、継続して配置していきたいと考え

ています。 

《採決の結果、議案第２３号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

 

〇議案第２４号 令和８年度学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱につ

いて 

 学校教育課長より説明をお願いします。 

 提案理由及び概要を説明 

【質疑内容】 

 なし 

《採決の結果、議案第２４号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 
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 委員 

〇議案第２５号 三芳町公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則 

 藤久保公民館長より説明をお願いします。 

 提案理由及び概要を説明 

【質疑内容】 

 なし 

《採決の結果、議案第２５号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

 

〇議案第２６号 第４次三芳町子ども読書活動推進計画策定委員の任命につ

いて 

 図書館長より説明をお願いします。 

 提案理由及び概要を説明 

【質疑内容】 

 三芳町子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱は、２月の議案にて令

和８年４月付で廃止が可決されました。そのうえで、３月中に承認をしなけ

ればならない理由があるのでしょうか。 

 子ども読書活動推進計画策定については、令和８年度から着手ですと時間

的に短いため、３月中に一度策定委員会を開催するためにこの時期での任命

が必要となります。 

 開催の日程は決まっていますか。 

 ３月２６日を予定しております。 

 任期としては１年間ですが、４月から町部局に図書館が移管されるなかで

町長が改めて任命をするのですか。 

 今回承認をいただければ、委員についてはそのまま引き継ぐようにして再

度町長から任命は行いません。ただし、委員に追加・変更が発生する場合は

町長から任命をしてもらいます。 

 ２月の定例会にて要綱廃止の議案が上程されました。３月に委員の任命を

するのであれば要綱廃止も３月に上程するほうが、順番としてよいと思うの

で、今後は議案を上程するときに考慮してもらいたいです。 

《採決の結果、議案第２６号は挙手総員により原案のとおり可決されまし

た。》 

(日程第４) 

協議・報告事項 

（１）三芳町歴史民俗資料館の管理及び運営に関する規則について 
（２）教育委員提案（学校給食の残菜について）について 

(日程第５) 

その他 
 なし 

(日程第６) 閉会 閉会宣言（教育長） 

事 務 連 絡 

次回教育委員会については、３月３０日（月）午後１時３０分から開催することに決定した。 

閉会時間 午後４時３５分 

 


